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2024 年 9 月 

1. 最近の出来事総集編（2024 年 8 月 23 日～9 月 13 日） 

• 8 月 23 日号：2032 年にオリンピックが開催されるブリスベンでは 8 月、公共交通機

関の運賃が 50 セントになりました（一部、適用外あり）。それを踏まえて、今週はオー

ストラリアの州別の交通関係費用についてです。ABS（オーストラリア統計局）発表の

データをもとに ABC ニュースで次の様な記事がありました（対象は 2023 年 10 月～

12 月期）。交通関係費用は、ローンの返済額、ガソリン代、保険代、メンテナンス、登

録料、公共交通機関の運賃、通行料、ロードサイドアシスタント費用で構成されていま

す。 

  
交通関係 

費用合計（年） 

平均ガソリン代

（週） 

平均公共交通 

機関費用（週） 

シドニー $27,945 $101.61 $50.00 

メルボルン $27,777 $100.41 $50.00 

ブリスベン $27,354 $101.93 $59.67 

キャンベラ $23,493 $102.01 $29.72 

パース $22,779 $97.27 $45.90 

ダーウィン $22,417 $100.85 $20.00 

アデレード $22,159 $98.47 $42.50 

ホバート $21,289 $99.42 $28.00 

• 8 月 30 日号：オーストラリアでは 2024 年 9 月 1 日（日）は父の日になります。そ

んな中、今週は森林破壊（Deforestation）についてです。今週、オーストラリアの大

手スーパーマーケット Woolworth は 2025 年末以降店舗で販売する牛肉、紙、パル

プ、木材、パーム油、カカオ、大豆について Deforestation-free（森林破壊のない）

の場所で生産されたものについてのみ販売するという方針の発表がありました。背景とし

ては環境保護の動きがありますが deforestation-free の定義等をどうするかなのまだ

まだ課題があります。 

• 9 月 6 日号：メルボルンでは今日、25 度近くまで気温が上がる予定（シドニーは 30

度予定）で、街中でも桜が満開になっているのをよく見かけます。ただ、季節の変わり目
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の超暴風の日もありましたので体調管理含め、皆様お気を付けください。そんな中、今週

は AFL（Australian Football League）の決勝ラウンドについてです。今月 9 月

27 日（金）が最終の決勝戦となりますが、それに先立ち昨日より決勝ラウンドが始まっ

ています。残っているのは 8 チームで、うち、3 チームがメルボルンのチームになっています。 

• 9 月 13 日号：先週お伝えしましたようにオーストラリアでは AFL（Australian 

Football League）が決勝トーナメントに入り盛り上がってきてますが、NRL

（National Rugby League）も決勝トーナメントに入りました。NRL はシドニーのあ

る NSW 州の方が人気が高い感じがします。そんな中、今週はオーストラリアの景気につ

いてです。最近の ABC ニュースにおいて 2024 年度、オーストラリアの成長率がコロナ禍

を除き、1991 年以来の鈍化となっているとのことで、主な要因は消費の落ち込みとなっ

ています。また、この 1 年で失業者数も 100,000 人程増えるとされています。 

2. 2023-24 年度個人所得税申告 

2023-24 年度個人所得税の申告期限（個人で申告される場合）が 10 月 31 日と近づい

ておりますので、申告期限及び適用税率等の概要について紹介します。 

① 課税対象期間 

2023 年 7 月 1 日～2024 年 6 月 30 日 

② 申告期限 

2024 年 10 月 31 日 

（申告を Tax Agent に委託する場合は通常 2025 年 5 月 15 日まで延長される） 
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③ 適用税率 

・ オーストラリア居住者（2023-24 年度） 

課税所得 所得税額（累進税率） 

0 – $18,200 なし 

$18,201 – $45,000 $18,200 超過部分について 19% 

$45,001 – $120,000 $5,092 ＋ $45,000 超過部分について 32.5% 

$120,001 – $180,000 $29,467 + $120,000 超過部分について 37% 

$180,001 – $51,667 + $180,000 超過部分について 45% 

（注）上表には Medicare levy（2%）を含まず 

（計算例）年間の課税所得が$160,000 の場合 

所得税額 $44,267 = $29,467 + ($160,000 - $120,000) × 37% 

 

・ オーストラリア非居住者（2023-24 年度） 

課税所得 所得税額（累進税率） 

0 – $120,000 32.5% 

$120,001 – $180,000 $39,000 ＋ $120,000 超過部分について 37% 

$180,001 – $61,200 + $180,000 超過部分について 45% 

 

※ オーストラリア居住者及びオーストラリア非居住者ともに前年度（2022-23 年度）か

ら変更なし。来年度（2024-25 年度）より変更予定。 
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お問い合わせ先 

Fair Consulting Australia Pty Ltd. 

Level 31, 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia 

Tel：+61 3 9225 5013 

Web：https://www.faircongrp.com/ 
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讃岐 修治 

オーストラリア国公認会計士 

E-Mail：sh.sanuki@faircongrp.com 

鳥居 裕司 

日本国公認会計士/米国公認会計士 

オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士 
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